
企業会計ナビ ダイジェスト

当法人ウェブサイト内の「企業会計ナビ」が発信し
ているナレッジのうち、解説シリーズを取り上げ、紹
介します。今回は「解説シリーズ『会計上の見積りの開
示に関する会計基準』」の一部を編集し、紹介します。

2020年3月31日に、企業会計基準委員会（ASBJ）
より企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関
する会計基準」（以下、本会計基準）が公表され、21年
3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年
度末（早期適用を選択した場合には20年3月31日以後
終了する連結会計年度及び事業年度の年度末）に係る
連結財務諸表及び個別財務諸表から適用されています。
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情
報に基づいて合理的な金額を算出するものですが、財
務諸表に計上する金額に係る見積りの方法や、見積り
の基礎となる情報が財務諸表作成時にどの程度入手可
能であるかはさまざまであり、その結果、財務諸表に
計上する金額の不確実性の程度もさまざまとなります。
このため、財務諸表利用者にとって、翌年度の財務諸表
に重要な影響を及ぼすリスクがある項目の会計上の見
積りの内容に関する情報等は、有用な情報となります。

1. 開示する項目の具体例
本会計基準では、個々の注記を拡充するものではな

く、原則（開示目的）を示した上で、具体的な開示内
容は企業の開示目的に照らして判断するものとされて
います（本会計基準第14項）。このため、本会計基準
では開示する項目の具体例は示されていません。
なお、直近の市場価格により時価評価する資産及び
負債の市場価格の変動は会計上の見積りに起因するも
のではないため、例えば、有価証券のうち、企業会計
基準第30号「時価の算定に関する会計基準」で定め
るレベル1の時価で評価するものは、開示項目とはな
りません。

2. 注記内容
（1）注記の概要
会計上の見積りの開示は独立の注記項目として、識
別した会計上の見積りの内容を表す項目名を注記しま
す。識別した項目のそれぞれについて、注記する事項
は＜表1＞の通りです（本会計基準第6項～8項）。

なお、「当年度の財務諸表に計上した金額」につい
ては、財務諸表に表示された金額そのものではなく、
会計上の見積りの開示の対象項目となった部分に係る
計上額が開示される場合もあり得るとされています（本
会計基準第27項）。例えば、貸借対照表において繰延
税金資産と繰延税金負債とは相殺された後の金額が計
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▶表1　注記する事項
（1）当年度の財務諸表に計上した金額

（2）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他
の情報

①当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

②当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

③翌年度の財務諸表に与える影響
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上されますが、当該注記では相殺前の繰延税金資産の
金額が記載される場合もあると考えられます。

（2）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の
理解に資するその他の情報
会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理
解に資するその他の情報として、以下の①から③の注
記事項が例示されています。ただし、これらはチェッ
クリストとして用いられるものではなく、注記の内容
は企業が開示目的に照らして判断することが必要です。

①当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法につい
ては、単に会計基準等における取扱いを算出方法とし
て記載するのではなく、企業の置かれている状況が理
解できるように記載することが求められます（本会計
基準第29項）。例えば、固定資産の減損損失が計上さ
れている場合において、固定資産の減損を開示する項
目として識別しているときは、当該減損損失の金額の
算出方法（将来キャッシュ・フローの算出方法に関す
る情報）を開示することになります（なお、減損損失
が計上されていなくても、固定資産の減損を開示する
項目として識別している場合には一定の開示が必要と
なります）。より具体的にいえば、外食産業を営む会社
であれば新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い営業
時間を短縮している状況を記載した上で、当該状況を
将来キャッシュ・フローの算定に当たりどのように反
映させているか等を記載することが考えられます。

②当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた
主要な仮定
主要な仮定は、会計上の見積りに不可欠な構成要素
です。例えば、固定資産の減損損失の測定において用い
られる割引率や将来キャッシュ・フローの見積りにお
いて前提となっている売上総利益率等が挙げられます。
当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主
要な仮定の情報を財務諸表利用者に開示することで、
主要な仮定が妥当な水準又は範囲にあるかどうかにつ
いて判断するための有用な情報になると考えられます。

主要な仮定については、当年度の財務諸表に計上した
金額の算出方法に対するインプットとして想定される
数値（定量的な情報）もしくは当該定量的な情報の前
提となった状況や判断の背景の説明（定性的な情報）
又は定量的な情報と定性的な情報の双方の場合もある
と考えられます（本会計基準第29項）。
例えば、将来キャッシュ・フローの算定における主
要な仮定を売上高成長率としている場合、算定におい
て参考とした外部の情報源（例えば業界の成長率等）
の内容や、新型コロナウイルス感染症の拡大や終息に
よる売上高の成長への影響（例えば、終息時期の見通
しによる売上高増加に関する時期の仮定など）に対す
る経営者の判断について記載することが考えられます。

③翌年度の財務諸表に与える影響
翌年度の財務諸表に与える影響に関する情報は、当
年度の財務諸表に計上した金額が翌年度にどのように
変動する可能性があるのか、また、その発生可能性は
どの程度なのかを、財務諸表利用者が理解する上で有
用と考えられます（本会計基準第30項）。
また、翌年度の財務諸表に与える影響を定量的に示
す場合には、単一の金額のほか、合理的に想定される
金額の範囲を示すことも考えられます（本会計基準第
30項）。例えば、固定資産の減損を開示する項目とし
て識別している場合、主要な仮定の一つである売上高
成長率について予測される変動範囲を示した上で、当
該売上高成長率の変動に伴い発生が想定される減損損
失の金額範囲を開示することが考えられます。

（3）注記のイメージ
＜図1＞は固定資産の減損を注記項目とした場合の

イメージを示したものです。

▶図1　注記イメージ

【重要な会計上の見積り】

1. 固定資産の減損
（1）当年度中に財務諸表に計上した金額

減損損失　　　　○○千円
有形固定資産　　○○千円

（2）財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当年度末において減損損失を認識すべきであると判定された有形固定資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失として計上しております。回収可能価額は使用価値により測定し、使用価値は将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しております。

②当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、予測販売数量及び売上総利益率です。予測販売数量については、直近の実績を基礎
として市場成長率や新型コロナウイルスの影響等を考慮して算定しております。売上総利益率は…。

③翌年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定の内、予測販売数量は見積りの不確実性が高く、新型コロナウイルス感染拡大の影響を含めた経営環境の変化等により、販売数量の大
幅な減少が生じた場合、減損損失を計上する可能性があります。

お問い合わせ先
EY新日本有限責任監査法人
E-mail：shingo.kubo@jp.ey.com

▶ 企業会計ナビURL
www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting
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